
 

外部の団体に対し指導監督等を行う際の根拠法令について 

 

①地方自治法第 221条に基づく「予算の執行に関する長の調査権等」 

地方自治法 

(予算の執行に関する長の調査権等) 

第二百二十一条 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しく

は委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績

若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果

に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 

 

２ 普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の

納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸

付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その

状況を調査し、又は報告を徴することができる。 

 

３ 前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方

公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のた

めに債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する

信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。 

 

地方自治法施行令 

(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲) 

第百五十二条 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資して

いる法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 

一 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び

地方独立行政法人 

二 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を

出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社 

三 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二

分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定

めるもの 

２ 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の前項第二号に掲げる法人(この項の規定に

より同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同

号に掲げる法人とみなす。 

３ 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第一項第二号に掲げる法人(前項の規定に

より同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずる

ものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株

式会社は、第一項第三号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみな

す。 

４ 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体がその者のために債務

を負担している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 

一 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるも

のの二分の一に相当する額以上の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人
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並びに株式会社 

二 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるも

のの四分の一に相当する額以上二分の一に相当する額未満の額の債務を負担している一般

社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの 

５ 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託

で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。 

 

②地方自治法第 243の 3第 2項に基づく「財政状況の公表等」 

地方自治法 

(財政状況の公表等) 

第二百四十三条の三 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上

歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する

事項を住民に公表しなければならない。 

２ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で

定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 

３ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計

算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを

次の議会に提出しなければならない。 

 

③地方自治法第 199条に基づく「監査員による監査」 

地方自治法 

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公

共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 

７ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、

当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財

政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査

することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普

通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団

体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百

四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、

同様とする。 

 

地方自治法施行令 

第百四十条の七 地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が

出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他こ

れらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人とする。 

２ 当該普通地方公共団体及び一又は二以上の第百五十二条第一項第二号に掲げる法人

(同条第二項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金そ

の他これらに準ずるものの四分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみ

なす。 

３ 地方自治法第百九十九条第七項後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有す

る信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とす

る。 

 

 



④地方自治法第 252の 37に基づく「包括外部監査」 

地方自治法 

(包括外部監査人の監査) 

第二百五十二条の三十七 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務

の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第

十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。 

４ 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定す

る財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの、

当該包括外部監査対象団体が出資しているもので同項の政令で定めるものの出納その他の

事務の執行で当該出資に係るもの、当該包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利

子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの、当該包括

外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの受託者の出納その他

の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包括外部監査対象団体が第二百四十四条の二

第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当

該管理の業務に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査する

ことができることを条例により定めることができる。 

 

⑤会社法に基づく株主の権限 

会社法 

(株主総会の権限) 
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理そ

の他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定

する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。 
３ この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取

締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

は、その効力を有しない。 
 
(株主提案権) 
第三百三条 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができ

る事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の百分の一

(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は三百個(こ
れを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を六箇月(これを下回

る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締

役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合にお

いて、その請求は、株主総会の日の八週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあって

は、その期間)前までにしなければならない。 
３ 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇

月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」と

あるのは、「有する」とする。 
４ 第二項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の

数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。 
第三百四条 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を

行使することができる事項に限る。次条第一項において同じ。)につき議案を提出すること



ができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案に

つき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除

く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上

の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。 
 
(株主総会の決議) 
第三百九条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過

半数をもって行う。 


